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衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
観
光
地
の
小
規
模
事
業
者
に
対
す
る
支
援
の
充
実
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
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送
付
す
る
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衆
議
院
議
員
早
稲
田
夕
季
君
提
出
観
光
地
の
小
規
模
事
業
者
に
対
す
る
支
援
の
充
実
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
を
踏
ま
え
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
施
行
令
（
平
成

二
十
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
第
八
条
第
三
号
及
び
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
施
行
令
第
八
条
第
三
号
の
規
定
に
基

づ
き
主
務
大
臣
が
指
定
す
る
感
染
症
等
を
定
め
る
件
（
令
和
二
年
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
告
示
第
一
号
）
に
基
づ
き
、
低
利

の
資
金
調
達
の
措
置
と
し
て
、
令
和
二
年
二
月
二
十
一
日
か
ら
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
（
以
下
「
公
庫
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
、
衛
生
環
境
激
変
対
策
特
別
貸
付
（
以
下
「
貸
付
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 
 

貸
付
の
実
施
に
つ
い
て
速
や
か
に
周
知
を
行
う
た
め
、
同
月
十
四
日
付
け
で
厚
生
労
働
省
及
び
公
庫
に
お
い
て
プ
レ
ス
リ

リ
ー
ス
を
行
い
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
「
衛
生
環
境
激
変
対
策
特
別
貸
付
に
つ
い
て
（
周
知
方
依
頼
）
」

（
令
和
二
年
二
月
十
四
日
付
け
生
食
発
〇
二
一
四
第
二
号
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
生
活
衛
生
・
食
品
安
全
審
議
官
通
知
）
等

に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
や
関
係
団
体
に
対
し
て
、
事
業
者
等
へ
の
周
知
を
依
頼
し
た
。
ま
た
、
経
済
産
業
省
が
作
成
し
た

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で
影
響
を
受
け
る
事
業
者
の
皆
様
へ
」
に
よ
り
周
知
す
る
ほ
か
、
全
国
の

公
庫
の
各
支
店
に
設
置
さ
れ
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る
特
別
相
談
窓
口
」
に
お
い
て
案
内
を
行
っ
て
い
る
。
今



 

２ 

 

後
と
も
、
関
係
省
庁
が
連
携
し
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
、
貸
付
の
実
施
に
つ
い
て
広
く
周
知
し
て
ま
い
り
た
い
。 

 
 

ま
た
、
公
庫
に
対
し
て
は
、
事
業
者
か
ら
の
返
済
猶
予
等
の
条
件
変
更
に
係
る
要
望
に
つ
い
て
、
柔
軟
な
対
応
を
行
う
よ

う
要
請
し
て
お
り
、
引
き
続
き
、
状
況
を
見
極
め
つ
つ
、
必
要
な
対
応
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

政
府
と
し
て
は
、
雇
用
調
整
助
成
金
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を

受
け
た
事
業
所
の
状
況
を
注
視
し
つ
つ
、
必
要
な
対
策
を
講
じ
て
ま
い
り
た
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

令
和
二
年
度
予
算
に
は
、
訪
日
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
そ
の
他
の
観
光
振
興
の
た
め
の
予
算
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
現

時
点
で
、
直
ち
に
、
こ
れ
ら
の
予
算
の
不
足
が
生
じ
る
こ
と
は
見
込
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
令
和
二
年
度
予
算
を
修

正
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ
の
上
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
観
光
業
へ
の
影
響
に
つ
い

て
は
、
今
後
も
、
状
況
を
見
極
め
つ
つ
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。 


